
 

令和５年度 第２回瑞穂市地域公共交通会議 

議 事 次 第 

 

 

               日 時：令和６年１月３１日（水）１０時００分～ 

               場 所：瑞穂市役所（穂積庁舎）第１会議室 

 

 

   １．開 会 

 

   ２．会長あいさつ 

 

   ３．議 事 

      報告事項１ みずほバスについて 

      報告事項２ 道路運送法の改正に伴う組織変更について 

      協議事項１ 全国交通系ＩＣカードの導入に伴う運賃設定について（素案） 

      協議事項２ みずほバス回数券の導入について（素案） 

       

   ４．その他 

 

   ５．閉 会 

 

 

 

資料１

資料２

資料３
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【報告事項１】 

みずほバスについて 

 

１．みずほバスの利用状況 

■利用者数の推移 

・みずほバスは利便性の向上を図るため、平成30年 4月に路線の新設・バス停の新設・

増便等を中心とした路線再編を実施し、平成30年度～令和元年度にかけては、路線再

編による効果で利用者が大きく増加しました。 

・令和2年度～令和3年度にかけてコロナ禍の影響で大きく落ち込みましたが、令和4年

度は令和元年度と同水準まで回復しています。 

・令和5年度の4月～11月の利用者数は、令和4年度の同期間に比べ16%増加しており、

年間の利用者数は、ピークの令和元年度の利用者数を超えることが見込まれます。 

 

※R5(令和 5年度)は 4～11月の 8ヶ月の人数 
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■月別利用者数の推移 

・月別にみると、令和 5 年度の各月の利用者数は、コロナ禍前の令和元年度の利用者数を

上回っています。 

 

 

（令和 5年 11月末時点） 
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２．みずほバスについて 

●みずほバスの令和6年 4月 1日改正に合わせ、路線図（パンフレット）の更新版を作成

します。（現在作成中） 

 

【ダイヤ改正】 

・馬場十七条線のルート変更（サンタウン通りで岐阜バス北方河渡線に接続） 

・十九条駅バス停の移設 

・平日ダイヤの最終便の減便 

・その他一部時刻の調整、バス停間所要時間の見直し等 

 

【運賃】 

・回数券の導入（案） 

 

【路線番号】 

・みずほバスの系統は、路線名＋進行方向（左回りまたは右回り）により案内しています

が、より分かりやすくするため、各系統に「路線番号」を設定し、時刻表等に併記しま

す。 

 

路線名・方向 路線番号 

本田七崎線  左回り １ 

  〃    右回り ２ 

馬場十七条線 左回り ３ 

  〃    右回り ４ 

十九条古橋線 左回り ５ 

  〃    右回り ６ 

牛牧穂積線  左回り ７ 

  〃    右回り ８ 
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３．アンケート調査について 

・12月下旬～1月上旬にかけて、市民アンケート調査、ＪＲ穂積駅バス利用者アンケート調

査を実施しました 

 

◎市民アンケート（瑞穂市の公共交通に関するアンケート） 

調査目的 市民から、現在のみずほバス、岐阜バス大野穂積線、名阪近鉄バス安

八穂積線の利用状況や改善要望等を聴取し、今後の運行見直しの検討

資料とすることを目的とする。 

調査方法 郵送発送／郵送回収 

対象 瑞穂市住民基本台帳から無作為に１，０００人（世帯主）を抽出 

※世帯内で２人まで回答できるようにするため、１世帯に２票の調査

票を同封 

配布数 ２,０００票（１,０００世帯×２票） 

回収数 ４７６票（回収率２４％：配布数ベース） 

※１月１０日（水）までの到着分 

発送日 令和５年１２月２０日（水） 

回答期限 令和６年１月５日（金） 

設問項目 ●各路線の利用状況・利用意向等（対象路線：みずほバス、岐阜バス

大野穂積線、名阪近鉄バス安八穂積線） 

・利用状況 

・利用意向・利用するための条件・利用しない理由（非利用者） 

・自由意見 

●その他自由意見 

●属性（性別、年齢、居住地、職業、運転免許・車両保有状況、送迎

者の有無） 
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市民アンケート回答結果（速報版） 

 

【みずほバス・安八穂積線・大野穂積線 共通設問】 

問 1-1､2-1､3-1 バスが市内で運行されていることを知っているか 

・みずほバスは、ほとんどの市民が運行されていることは知っており、大まかな運行ルート

まで知っている人が他の路線に比べ多くなっている。 

・安八穂積線、大野穂積線は、運行されていることを知っている市民は半数程度と、みずほ

バスに比べ少なくなっている。 

 

 
 

問 1-2､2-2､3-2 バスの利用状況を教えてください 

・みずほバスは、16％の市民に利用されているが、安八穂積線、大野穂積線はみずほバスに

比べ利用されている市民は少ない。 

 

 

  

27

6

7

69

44

47

3

50

46

N=468

N=463

N=458

0% 20% 40% 60% 80% 100%

みずほバス

安八穂積線

大野穂積線

大まかな運行ルートまで知っている 運行されていることは知っている

運行されていることを知らない

16

1

3

84

99

97

N=449

N=455

N=453

0% 20% 40% 60% 80% 100%

みずほバス

安八穂積線

大野穂積線

利用している 利用していない



6 

問1-3､2-3､3-3 運行条件が変われば、バスを利用したいと思うか（利用していない方に対

して） 

・みずほバスは、運行条件によっては利用したいという方が45％と多いが、安八穂積線、

大野穂積線は比較的少ない。 
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問1-4､2-4､3-4 バスを利用するための条件を教えてください（運行条件によっては利用し

たい方に対して） 

・各路線とも、「バス停を増やす」が最も多く、みずほバスでは「運行ダイヤを変更する」、

「全国交通系ICカードを使えるようにする」が20％を超えている。 

 

 

みずほバス 安八穂積線 

大野穂積線 
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問1-5､2-5､3-5 バスをどのような用事で利用したいか（運行条件によっては利用したい方

に対して） 

・各路線とも、買い物が多くなっている。 

 

みずほバス 
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大野穂積線 
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問1-6､2-6､3-6 バスを利用するならどこまで利用したいか（運行条件によっては利用した

い方に対して） 

・みずほバス、安八穂積線は穂積駅まで利用したい方が多く、大野穂積線はモレラ岐阜まで

利用したい方が多くなっている。 
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問 1-7､2-7､3-7 改善しても利用しない理由を教えてください（改善しても利用しない方に

対して） 

・各路線とも「自動車で移動できるから」が最も多く、安八穂積線、大野穂積線は「バス停

が近くにないから」が比較的多くなっている。 

 

みずほバス 
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大野穂積線 
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【みずほバスについての設問】 

問 1-8(1) 定期券を導入するとしたら、通学用の定期券の料金設定についてどう思うか 

・割引した方がよいという方が84％を占めている。 

 

 

 

問 1-8(2) 定期券を導入するとしたら、高齢者の定期券の料金設定について、どう思うか 

・割引した方がよいという方が81％を占めている。 
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問1-8(3) 定期券の通用期間は、どれくらいなら利用しやすいか 

・「年間定期券」よりも「1ヶ月定期券・3ヶ月定期券」の方が使いやすいという方が多い。 

 

 

 

 

問 1-9 「デマンド方式」による運行が導入されたら、利用したいと思うか 

・「路線バス方式を利用したい（現在のみずほバスのままがよい）」が41％と最も多く、「デ

マンド方式を利用したい」は27％と少なくなっている。 
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問1-9 1.「デマンド方式」を利用したい理由（デマンド方式を利用したいと回答された方

に対して） 

・「運行時間内であれば、好きな時間に利用できるから」が53％、「バスよりも近いところ

で乗り降りできるから」が45％となっている。 

 

 

 

問 1-9 2.現在のみずほバスのままがよい理由（路線バス方式を利用したいと回答された方

に対して） 

・「デマンド方式は予約するのが面倒だから」が42％、「予約状況によっては利用したい時

間に予約が取れない可能性があるから」が38％と多くなっている。 
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◎ＪＲ穂積駅バス利用者アンケート 

調査目的 みずほバス、岐阜バス大野穂積線、名阪近鉄バス安八穂積線の利用者

から、現在の利用状況や改善要望等を聴取し、今後の運行見直しの検

討資料とすることを目的とする。 

調査方法 JR 穂積駅前バス停にて直接配布またはヒアリング 

郵送回収 

対象 みずほバス、名阪近鉄バス安八穂積線、岐阜バス大野穂積線の乗降者 

調査日 令和５年１２月１７日(日)、２１日(木)、２２日(金) 

配布数 ２００票 

回収数 ６２票（回収率３１％） 

※１月１０日（水）までの到着分 

回答期限 令和６年１月５日（金） 

設問項目 ●調査票受け取り時に利用したバスの利用状況 

・利用路線、区間、時刻、目的、最終目的地 

・往復利用の有無、利用頻度 

●満足度 

・利用したバスの満足度（運行本数、運行時刻、運賃、バス停の位

置、穂積駅の待合環境）、具体的な要望 

●属性（年齢、職業、居住地年齢、運転免許） 

 

 

ＪＲ穂積駅バス利用者アンケート回答結果（速報版） 

 

（１）調査票受け取り時に利用したバスの利用状況 

①利用路線 

・みずほバスが31名、大野穂積線が17名、安八穂積線が11名に回答いただいた。（この

ほか無回答が3名） 

 

 

  

17 12 15 8 29 19 N=59

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

みずほバス本田七崎線 みずほバス馬場十七条線 みずほバス十九条古橋線

みずほバス牛牧穂積線 岐阜バス大野穂積線 名阪近鉄バス安八穂積線
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②利用目的 

・みずほバス本田七崎線・馬場十七条線・十九条古橋線、安八穂積線は、通勤の割合が高

く、みずほバス牛牧穂積線、大野穂積線は、買い物の割合が高くなっている。 
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通勤

通学

通院

買い物

その他

N=19

43%

7%

14%

36%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

通勤

通学

通院

買い物

その他

N=14
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③最終目的地 

・みずほバス：瑞穂市内が多く、市外では岐阜市が多いことから、瑞穂市内から岐阜市方

面への移動が多いと考えられる。 

・大野穂積線：その他（北方町、大野町、本巣市等）が多く、北方町・大野町方面から名

古屋市・岐阜市方面への移動が多いと考えられる。 

・安八穂積線：瑞穂市、名古屋市、大垣市が多く、瑞穂市内や大垣市から名古屋市・岐阜

市方面への移動が多いと考えられる。 

 

 
 

④往復利用 

・みずほバス本田七崎線、十九条古橋線は往復での利用が多いが、それ以外の路線は半数

以上が片道のみしか利用していない。 

 

 

  

63

100

67

50

6

27

13

33

25

6

9

25

19

27 27

25

69

9

N=8

N=6

N=9

N=4

N=16

N=11

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

本田七崎線

馬場十七条線

十九条古橋線

牛牧穂積線

大野穂積線

安八穂積線

瑞穂市 岐阜市 名古屋市 大垣市 一宮市 その他

60

43

78

40

53

55

40

57

22

60

47

45

N=10

N=7

N=9

N=5

N=17

N=11

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

本田七崎線

馬場十七条線

十九条古橋線

牛牧穂積線

大野穂積線

安八穂積線

往復で利用 片道のみ利用
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⑤往復で利用しなかった理由（片道のみ利用の方に対して） 

 

 

 

⑥利用頻度 

・いずれの路線も、週に数回が多く、日常的に利用されている方が多いと考えられる。 

 

 

 

  

67%

33%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

クルマで送迎

利用したい時間帯と合わない

他の交通手段の方が便利

その他

N=12

60

86

100

80

71

73

40

20

12

9

14

18

18

N=10

N=7

N=9

N=5

N=17

N=11

0% 20% 40% 60% 80% 100%

本田七崎線

馬場十七条線

十九条古橋線

牛牧穂積線

大野穂積線

安八穂積線

週に数回 月に数回 年に数回 ほとんど利用しない・初めて利用した
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（２）今回利用したバスの満足度 

・運行本数、運行時刻は、各路線とも、やや不満・不満の割合が高くなっている。 

・運賃は、みずほバスでは満足の割合が高く、大野穂積線や安八穂積線では普通の割合が

高くなっている。 

・バス停の位置は、各路線とも、満足の割合が高くなっている。 

・穂積駅の待合環境は、各路線とも、やや不満・不満の割合が高くなっている。 

本田七崎線 

 

馬場十七条線 

 

十九条古橋線 

 

牛牧穂積線 

 

大野穂積線 

 

安八穂積線 

 
 

100

60 40

10

10

60

40

50

20

50

50

10

N=10

N=10

N=10

N=10

N=10

0% 20% 40% 60% 80% 100%

運行本数

運行時刻

運賃

バス停の位置

穂積駅の待合環境

満足 やや満足 普通 やや不満 不満

50

67

17

50

33

33

17

33

17

33

17

17

33

33

50

N=6

N=6

N=6

N=6

N=6

0% 20% 40% 60% 80% 100%

運行本数

運行時刻

運賃

バス停の位置

穂積駅の待合環境

満足 やや満足 普通 やや不満 不満

22

11

89

89

22

11

11

11

11

11

11

33

11

67

56

33

N=9

N=9

N=9

N=9

N=9

0% 20% 40% 60% 80% 100%

運行本数

運行時刻

運賃

バス停の位置

穂積駅の待合環境

満足 やや満足 普通 やや不満 不満

25

75

75

25

50

25

25

25

50

25

50

50 N=4

N=4

N=4

N=4

N=4

0% 20% 40% 60% 80% 100%

運行本数

運行時刻

運賃

バス停の位置

穂積駅の待合環境

満足 やや満足 普通 やや不満 不満

6

6

24

53

29

18

24

6

6

24

29

53

41

35

41

35

12

6

12

6

12

24

N=17

N=17

N=17

N=17

N=17

0% 20% 40% 60% 80% 100%

運行本数

運行時刻

運賃

バス停の位置

穂積駅の待合環境

満足 やや満足 普通 やや不満 不満

18

55

9

9

9

9

9

18

27

36

55

36

27

9

27

9

27

55

27

9

18

N=11

N=11

N=11

N=11

N=11

0% 20% 40% 60% 80% 100%

運行本数

運行時刻

運賃

バス停の位置

穂積駅の待合環境

満足 やや満足 普通 やや不満 不満



【報告事項２】 

道路運送法の改正に伴う当該協議会の組織変更について 

 

■法改正の概要 

令和５年１０月施行の道路運送法の改正に伴い、運賃・料金の協議する場合は、新たに「運賃協

議会」を設置し、協議しなければならないこととなった。 

また、福祉有償運送協議会により協議されていた福祉有償運送の必要性・安全性・利便性等につ

いても、地域公共交通会議の中で総合的に協議することとなった。 

 

これに伴い、令和5年 12月議会において、瑞穂市附属機関設置条例の一部改正を実施しました。

※運賃協議会に関する改正⇒黄色セル部分 福祉有償運送に関する改正⇒青色セル部分 

●瑞穂市附属機関設置条例（平成20年瑞穂市条例第30号）新旧対照表 

【改正後】 

附属機関の属

する執行機関 

附属機関名 担任する事務 委員定数 委員選任基準 委員の

任期 

庶務担当部課名 

市長 瑞穂市地域

公共交通会

議（道路運送

法（昭和26

年法律第183

号）第9条第4

項に規定す

る協議会を

含む。） 

(1) 市民生活に必要な旅客運

送の確保及び旅客の利便性

の向上を調査し、地域の実情

に即した運送サービスの実

現に必要な事項を総合的に

協議すること。 

(2) 福祉有償運送に関し、その

必要性、安全性、利便性等総

合的に協議すること。 

25人以内 道路運送法施行規

則（昭和26年運輸省

令第75号）第4条の

2に規定する者（道

路運送法第9条第4

項に規定する協議

会にあっては同条

同項に規定する者）

2年 企画部総合政策

課 

【改正前】 

附属機関の属

する執行機関 

附属機関名 担任する事務 委員定数 委員選任基準 委員の

任期 

庶務担当部課名 

市長 瑞穂市地域

公共交通会

議 

市民生活に必要な旅客運送の

確保及び旅客の利便性の向上

を調査し、地域の実情に即した

運送サービスの実現に必要な

事項を総合的に協議すること。

25人以内 道路運送法施行規

則（昭和26年運輸省

令第75号）第9条の

3に規定する者 

2年 企画部総合政策

課 

 

 

 

 

 

 

 

【裏面に続く】 

資料２

１



１． 運賃協議会の設置について 

■設置概要 

令和５年１０月施行の道路運送法の改正に伴い、運賃・料金を協議する場合は、新たに「運賃

協議会」を設置し、協議する必要があることから、瑞穂市地域公共交通会議の部会として運賃協

議会を設置します。 

■運賃協議会の構成員について 

・当該路線等をその区域に含む市町村又は都道府県 

・当該運賃等を定めようとする一般乗合旅客自動車運送事業者 

・当該路線等を管轄する地方運輸局長 

・関係住民の意見を代表する者 

 

２．福祉有償運送に関することの協議について 

■設置概要 

福祉有償運送等を実施する場合、地域公共交通会議が立ち上げる「運営協議会」で協議を整え

る必要があり、これまでは「瑞穂市福祉有償運送運営協議会」において協議を行っていました。

令和５年１０月施行の道路運送法の改正に伴い、「運営協議会」が地域公共交通会議に統合された

ことに伴い、当該協議会で福祉有償運送に関する協議を実施し、また、構成員を変更します。 

■構成員について 

従来の運営協議会の構成員 

・主宰者（市町村又は都道府県） 

・一般旅客自動車運送事業者及びその組織する団体 

・住民又は旅客 

・運輸局 

・事業者の運転者組織 

・現に自家用有償旅客運送を行っている特定非営利活動法人等 

・学識経験を有するその他の運営協議会の運営上必要と認められる者 

→上記構成員のうち、「現に自家用有償旅客運送を行っている特定非営利活動法人等」など福祉有償

運送の協議に必要な構成員が地域公共交通会議の構成員に含まれていないため、同会議の構成員

に追加します。 

２



旧

 

福

祉

有

償

運

営

協

議

会

旧

 

公

共

交

通

会

議

委

員

1 ○ ○ 運送事業者
（１項２号）一般乗合旅客自動車
運送事業者

事業者代表 岐阜乗合自動車株式会社
代表取締役　営業管
理部長

相宮 一夫

2 × ○ 〃 　 名阪近鉄バス株式会社 乗合バス営業部長 山田 規光久

3 × 〇 〃 岐阜県タクシー協会岐阜支部

4 × ○
（１項２号）一般乗合旅客自動車
運送事業者団体

事業者団体代表 公益社団法人岐阜県バス協会 専務理事 木村 治史

5 × 〇
市内で現に自家用誘客旅客運送
を行っている特定非営利活動法
人等

ＮＰＯギフ福祉ネットワーク支部

6 ○ ○
関係住民の意見を代表する者

として指名する者
住民・旅客 住民・利用者代表 瑞穂市自治会連合会 古橋南新町自治会長 大平 正廣

7 ○ ○
関係住民の意見を代表する者

として指名する者
〃 〃 瑞穂市老人クラブ連合会 会長 新井 正信

8 ○ ○
関係住民の意見を代表する者

として指名する者
〃 〃 瑞穂女性の会 会長 新井 美佐子

9 ○ ○
関係住民の意見を代表する者

として指名する者
〃 〃 瑞穂市社会福祉協議会 会長 松原 隆行

10 〇 〇
関係住民の意見を代表する者

として指名する者
〃 〃 身体障害者福祉協会

11 ○ ○
関係住民の意見を代表する者

として指名する者
〃 〃 本巣地区交通安全協会瑞穂支部 支部長 脇若 保雄

12 ○ ○ 運輸局 （１項４号）地方運輸局 運輸行政 中部運輸局岐阜運輸支局 首席運輸企画専門官 山田 慎児

13 × ○
（１項５号）一般旅客自動車運送
事業者の事業用自動車の運転
者が組織する団体

労組代表 岐阜乗合自動車労働組合 執行委員長 正村 明

14 × ○ （２項１号イ）道路管理者 道路管理者（県） 岐阜土木事務所 施設管理課長 棚橋 典広

15 × ○ 〃 道路管理者（市） 瑞穂市 都市整備部長 桑原 秀幸

16 × ○ （２項１号ロ）交通管理者 岐阜県警察 北方警察署 交通課長 村瀬 義樹

17 × ○
（２項２号）地域公共交通会議の
運営上必要と認められる者

その他行政（県）
岐阜県都市建築部 都市公園整備
局

公共交通課長 城戸脇 研一

18 ○ ○ 市 〃 その他行政（市） 瑞穂市 副市長 椙浦 要

19 × ○ 〃 識見を有する者 岐阜大学
地域科学部　地域政
策学科

應 江黔

20 × ○ 〃 商工業等事業者代表瑞穂市商工会 会長 河野 秀明

21 × ○ 〃 岐阜地域福祉事務所

運賃協議会　

福祉有償運送

会社名 役職 名 前

瑞穂市地域公共交通会議　及び　運賃協議会　委員名簿
公
共
交
通
会
議
委
員

運
賃
協
議
会
委
員

運賃協議会
の選任区分

公共交通会議
の選任区分

３



 

４



 

（参考） 

岐阜運輸局資料「乗合・乗用事業の協議運賃について(令和 5年 10月施行)」より抜粋） 

 

 

５



 

 

６



（参考） 

国土交通省資料「乗合事業に係る協議運賃の取扱いについて」より抜粋） 

 

↓ 

 

７



 

８



▽みずほバスへのｍａｎａｃａを始めとする全国交通系ＩＣカードの導入について

１．対象路線

　本田七崎線、馬場十七条線、十九条古橋線、牛牧穂積線

２．運賃の額

　変更なし

３．支払い可能な交通系ＩＣカード

【新】岐阜乗合自動車株式会社が発行するａｙｕｃａ、株式会社エムアイシーと株式会社名古屋交通開発機構が発行

　　　するｍａｎａｃａ、ならびにｍａｎａｃａと相互利用可能な交通系ＩＣカード

【旧】岐阜乗合自動車株式会社が発行するａｙｕｃａ

４．実施予定日

令和６年３月２日（土）以降で運行事業者が定める日

▽ｍａｎａｃａでの支払いに対する割引施策について

１．対象路線

　本田七崎線、馬場十七条線、十九条古橋線、牛牧穂積線

２．割引施策の内容

割引額及び割引条件については、運賃協議会にて協議する（協議する内容は下記「【参考】割引施策の内容」を参照）

３．割引対象となる交通系ＩＣカード

【新】岐阜乗合自動車株式会社が発行するａｙｕｃａ、株式会社エムアイシーと株式会社名古屋交通開発機構が発

　　　行するｍａｎａｃａ

【旧】岐阜乗合自動車株式会社が発行するａｙｕｃａ

４．実施予定日

令和６年３月２日（土）以降で運行事業者が定める日

【参考】割引施策の内容
　【乗継割引】

割引額
　第２乗車の片道普通旅客運賃（障害者割引の適用がある場合は適用後の運賃）から、以下の金額を割り引く。

割引額
大人 ４０
小児 ２０

障害者大人 ２０
障害者小児 １０

　乗継割引は第２乗車の運賃精算時に第１乗車の運賃精算時と同一の交通系ＩＣカードによる支払い、かつ乗車１
　対に対し適用する。
　但し、第１乗車のカード精算から第２乗車のカード精算までの有効時間を、ａｙｕｃａは４５分以内、ｍａｎａ
　ｃａは９０分以内とする。なお、対象となる乗車は「１．対象路線」で提示した路線および当該路線の運行事業
　者が指定する路線に限る。また、同一車両への乗継は対象外とする。

協議事項１

　　　　　全国交通系ＩＣカードの導入に伴う運賃設定について（素案）

資料３

【　　　　　】



 



【協議事項２】 

 

みずほバス回数券の導入について 

 

●概要 

 みずほバスの利用者が少ない昼間時間帯や休日（土日祝日）に利用者を増加することや高

齢者の移動手段確保や交通安全の一助となることを目的として回数券を導入します。回数券

（11回分）を通常の乗車料金（1回 100円）より安価に販売し、特に高齢者や昼間時間帯の

利用促進を図ります。 

 

●運用開始予定日（販売開始日） 

令和６年４月１日～（令和６年４月１日～） 

  

●種別・販売価格など 

 種別・販売価格は運賃協議会にて協議する。 

※協議内容は下記「【参考】種別・販売価格など」を参照 

 

●払戻   

・払戻は、全券片未使用に限り、払い戻し 

・払戻手数料は、100円 

・払戻場所は、岐阜バス岐阜西営業所 

 

●その他 

・有効期限は、設定しない。 

・途中下車は前途無効とする。 

・釣銭はなし。 

・会計（販売）は現金の取扱いのみ。 

・岐阜バス等の路線バスには利用不可。 

・紛失、破損による再発行は不可。 

 

【参考】種別・販売価格など 

種別 購入対象者 販売価格 通常の乗車料金 有効期間（販
売期間） 

販売窓口 

回数券（11 回
分） 

どなたでも 
一般・学生・高
齢者（65 歳以
上） 

1,000 円 1,100 円 随時 みずほバス車内 

 

資料４



 










